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ホームページの掲載内容 

 

現場での作業を開始した平成 30年 6月中旬から、姫路市ホームページにて、対策の進捗

状況や測定データ等について公表を行い、週１回を目安に内容を更新している。 

（http://www.city.himeji.lg.jp/s60/2216013/_42467/_44822.html） 

 

 

これまでの掲載履歴と「最近の出来事」のコメント・写真 

 

○平成 30年 6月 18日付け（平成 30年 6月 21日掲載） 

 

  仮囲いを設置しました。一部に透明な板を使用し、 

中の様子が見られるようになっています。 

 

 

○平成 30年 6月 25日付け（平成 30年 6月 28日掲載） 

 

  排水処理施設を設置しました。 

今後、試運転・処理水の検査を行います。 

 

 

○平成 30年 7月 2日付け（平成 30年 7月 5日掲載） 

 

  「オンサイト処理業務」でベンゼン処理を行うための 

テントを設置中です。 

 

 

○平成 30年 7月 9日付け（平成 30年 7月 12日掲載） 

 

  「オンサイト処理業務」で掘削をする区画（H10-4区画）に 

土留の矢板を打ち込んでいます。 

 

 

○平成 30年 7月 16日付け（平成 30年 7月 23日掲載） 

 

  「オンサイト処理業務」で F11-5区画の土壌を 

掘削しています。 

参考資料-2 



第 15 回 姫路市中央卸売市場移転予定地における土壌汚染対策等に関する 

専門家会議 

参考 2-2 

○平成 30年 7月 23日付け（平成 30年 7月 27日掲載） 

 

  「エアースパージング業務」で地下に空気を注入し、 

土壌の浄化をしています。 

 

 

 

○平成 30年 7月 30日付け（平成 30年 8月 2日掲載） 

 

  「オンサイト処理業務」で F6-5区画からテント内に 

運んだ土壌を土壌かくはん機でかくはんし、 

浄化をしています。 

 

 

 

 

  



中央卸売市場移転予定地における⼟壌汚染対策の進捗状況
中央卸売市場移転予定地で実施中のベンゼンによる⼟壌汚染への対策状況についてお知らせします。
汚染対策を実施する区画は全40区画（1区画は10メートル × 10メートル）
◾ ベンゼン汚染対策実施区画(PDF形式; 112KB) 

最近の出来事
平成30年7⽉30⽇
「オンサイト処理業務」でF6-5区画からテント内に運んだ⼟壌を⼟壌かくはん機でかくはんし、浄化をしています。

平成30年7⽉23⽇
「エアースパージング業務」で地下に空気を注⼊し、⼟壌の浄化をしています。

「オンサイト処理業務」の状況 
「オンサイト処理業務」では、ベンゼンにより汚染された⼟壌を掘削し、処理ヤードのテント内でベンゼンを気化させることで浄
化します。浄化した⼟壌は埋戻⼟として使⽤します。気体となったベンゼンは活性炭に吸着させることで回収し、処分します。

 ＜掘削場所の様⼦＞



＜処理ヤードの様⼦＞

掘削場所の作業進捗状況（全17区画）【平成30年7⽉30⽇現在】
 未着⼿＝10区画
 準備中＝4区画
 掘削中＝0区画
 埋戻し中＝1区画
 完了＝2区画 

 埋戻⼟として⽤いる購⼊⼟が⼟壌汚染対策法に基づく特定有害物質について全項目基準に適合していることを確認しました。 
各項目の確認結果(PDF形式; 479KB)

掘削作業期間中の敷地境界における粉じん量の確認【平成30年7⽉4週目の値】
01. 東側 0.01ミリグラム/⽴⽅メートル
02. ⻄側 0.01ミリグラム/⽴⽅メートル
03. 南側 0.01ミリグラム/⽴⽅メートル
04. 北側 0.03ミリグラム/⽴⽅メートル
 (基準値) 0.10ミリグラム/⽴⽅メートル以下（1時間値の1⽇平均）

これまでの「敷地境界の粉じん量測定結果」(PDF形式; 229KB)

処理ヤードの作業進捗状況（想定処理⼟量4,100⽴⽅メートル程度）【平成30年7⽉30⽇現在】
 処理中＝200⽴⽅メートル
 ベンゼン濃度確認中＝110⽴⽅メートル
 浄化完了＝0⽴⽅メートル

これまでの「オンサイト処理⼟のベンゼン濃度測定結果」(PDF形式; 57KB)
  (参考図) オンサイト処理業務を実施する区画、テント内エリア番号(PDF形式; 230KB)

処理ヤードテント内における空気のベンゼン濃度の確認 【平成30年7⽉27⽇の値】
 不検出（検出下限値︓0.1ppm）

これまでの「テント内空気のベンゼン濃度測定結果」(PDF形式; 209KB)

処理ヤードテントからの排気のベンゼン濃度の確認【平成30年7⽉4週目の値】
 不検出（検出下限値︓0.1ppm）

これまでの「テントからの排気のベンゼン濃度測定結果」(PDF形式; 57KB)



「エアースパージング業務」の状況
  「エアースパージング業務」では、地下に空気を注⼊し、⼟壌に含まれるベンゼンを空気の移動とともに取り除くことで浄化し
ます。取り除いたベンゼンを含む空気は地上に吸い上げます。吸い上げた空気に含まれるベンゼンは活性炭に吸着させることで回
収し、処分します。

作業進捗状況（全23区画）【平成30年7⽉30⽇現在】
 浄化中＝23区画
 ボーリング・ベンゼン濃度確認中＝0区画
 完了＝0区画

これまでの「吸い上げた空気のベンゼン濃度測定結果」(PDF形式; 57KB)
  (参考図) エアースパージング業務を実施する区画とグループ分け(PDF形式; 190KB)

活性炭処理設備からの排気のベンゼン濃度の確認【平成30年7⽉4週目の値】
 グループ1︓不検出（検出下限値︓0.1ppm）
 グループ2︓不検出（検出下限値︓0.1ppm）
 グループ3︓不検出（検出下限値︓0.1ppm）

これまでの「活性炭処理設備からの排気のベンゼン濃度測定結果」(PDF形式; 103KB)

「揚⽔業務」の状況
 「揚⽔業務」では、 ベンゼンにより汚染された地下⽔をくみ上げます。くみ上げた地下⽔は排⽔処理施設でベンゼンを気化させ
ることで浄化します。浄化した地下⽔は下⽔道に流します。気体となったベンゼンは活性炭に吸着させることで回収し、処分しま
す。



作業進捗状況（全3区画、エアースパージング業務と重複）【平成30年7⽉30⽇現在】
 揚⽔中＝3区画
 完了＝0区画

これまでの「くみ上げた地下⽔のベンゼン濃度測定結果」 (PDF形式; 46KB)

「フェントン業務」の状況
 「フェントン業務」では、 地下に過酸化⽔素⽔などの薬液を注⼊し、⼟壌に含まれるベンゼンを分解させることで浄化します。

作業進捗状況（全1区画、オンサイト処理業務と重複）【平成30年7⽉30⽇現在】
 未着⼿

「排⽔処理施設」の状況
 「排⽔処理施設」では、各作業にて発⽣した地下⽔を浄化し、下⽔道に流します。

試運転期間中の下⽔道排⽔基準全項目の確認
全項目基準に適合していることを確認しました。
◾ 各項目の確認結果(PDF形式; 769KB)

試運転期間中の騒⾳の確認



作業開始時の騒⾳調査（敷地境界南側︓55デシベル）と⽐べ、同レベルであることを確認しました。 
◾  平成30年7⽉10⽇（午前）50デシベル、（午後）54デシベル 
◾  平成30年7⽉11⽇（午前）51デシベル、（午後）54デシベル
◾  平成30年7⽉12⽇（午前）54デシベル、（午後）51デシベル
◾    平成30年7⽉13⽇（午前）54デシベル、（午後）56デシベル
◾  平成30年7⽉16⽇（午前）52デシベル、（午後）52デシベル
◾  平成30年7⽉17⽇（午前）55デシベル、（午後）56デシベル

排⽔のpH、濁度、ベンゼン濃度、塩化物イオン濃度の確認【平成30年7⽉4週目の値】
◾ pH︓8.3
◾ 濁度︓4ppm
◾ ベンゼン濃度︓0.001未満mg/L
◾ 塩化物イオン濃度︓250mg/L

  （基準値）
◾ pH︓5を超え9未満
◾ 濁度︓83ppm以下（浮遊物質量600mg/L以下相当）
◾ ベンゼン濃度︓0.1mg/L以下
◾ 塩化物イオン濃度︓1000mg/L以下  

これまでの「排⽔処理施設からの排⽔のpH、濁度、ベンゼン濃度、塩化物イオン濃度測定結果」(PDF形式; 94KB)

排気におけるベンゼン濃度の確認【平成30年7⽉4週目の値】
 不検出（検出下限値︓0.1ppm）

これまでの「排⽔処理施設からの排気のベンゼン濃度測定結果」(PDF形式; 58KB)

作業開始時の⼤気、振動・騒⾳調査」の状況
作業開始にあたり敷地境界における現状の⼤気（ベンゼン濃度・粉じん量）、騒⾳・振動について測定しました。

【平成30年5⽉31⽇の値】 
（1）東側
  ベンゼン濃度＝0.0013ミリグラム/⽴⽅メートル
  粉じん量＝0.01ミリグラム/⽴⽅メートル
  騒⾳＝51デシベル
  振動＝25デシベル未満 
（2）⻄側
  ベンゼン濃度＝0.0015ミリグラム/⽴⽅メートル
  粉じん量＝0.01ミリグラム/⽴⽅メートル
  騒⾳＝51デシベル
  振動＝25デシベル未満
（3）南側
  ベンゼン濃度＝0.0011ミリグラム/⽴⽅メートル
  粉じん量＝0.02ミリグラム/⽴⽅メートル
  騒⾳＝55デシベル
  振動＝37デシベル 
（4）北側
  ベンゼン濃度＝0.0011ミリグラム/⽴⽅メートル
  粉じん量＝0.01ミリグラム/⽴⽅メートル
  騒⾳＝51デシベル
  振動＝25デシベル未満 
（基準値）
  ベンゼン濃度＝0.003ミリグラム/⽴⽅メートル以下（1年平均）
  粉じん量＝0.10ミリグラム/⽴⽅メートル以下（1時間値の1⽇平均）
  騒⾳＝70デシベル（昼間）



  振動＝65デシベル（昼間）
資料の閲覧⽅法についてのご案内
このページに掲載されている資料の中には、別途、閲覧ソフトが必要になるものが含まれています。
閲覧ソフトをお持ちでない場合は、下記のそれぞれのリンクから無料でダウンロードすることができます。
PDF形式 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Acrobat Readerダウンロードページ（外部リンク）
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現地見学会の案内 

 

本日（平成 30 年 8 月 10 日）午前中に開催した現地見学会の案内は、姫路市ホームペー

ジへの掲載と地元自治会へのポスター配布にて行った。 

 

ホームページへの掲載 
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地元自治会へのポスター 
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土壌汚染対策法に基づく特定有害物質と関係する基準値等の一覧表

含有量基準 溶出量基準 第二溶出量基準

（mg/kg） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） (m)

――― 0.002以下 0.02以下 0.002以下 0.002以下 概ね1,000

――― 0.004以下 0.04以下 0.004以下 ――― 概ね1,000

概ね1,000

概ね1,000

――― 0.04以下 0.4以下 0.04以下※
１

0.04以下※
１ 概ね1,000

――― 1以下 3以下 1以下 ――― 概ね1,000

――― 0.006以下 0.06以下 0.006以下 ――― 概ね1,000

――― 0.03以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下 概ね1,000

――― 0.01以下 0.1以下 0.01以下 0.01以下 概ね1,000

――― 0.002以下 0.02以下 0.002以下 ――― 概ね1,000

――― ――― ――― 0.05以下 0.05以下 概ね1,000

150以下 0.01以下 0.3以下 0.003以下 0.003以下 概ね80 ○
250以下 0.05以下 1.5以下 0.05以下 0.05以下 概ね500 ○
50以下 検出されないこと 1以下 検出されないこと 0.01以下※２ 概ね80

0.0005以下 0.005以下 0.0005以下 0.0005以下

うちアルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと ―――

150以下 0.01以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下 概ね80 ○
150以下 0.01以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下 概ね80 ○
150以下 0.01以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下 概ね250 ○
4000以下 0.8以下 24以下 0.8以下 0.8以下 概ね250 ○
4000以下 1以下 30以下 1以下 １以下 概ね250 ○

――― 0.003以下 0.03以下 0.003以下 ――― 概ね80

――― 0.006以下 0.06以下 0.006以下 ――― 概ね80

※１：1,2-ジクロロエチレン（シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレンの合計）

※２：シアン化物イオン及び塩化シアン
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概ね80

概ね80

土壌汚染対策法 地下水
環境基準

水道水質基準
地下水汚染の
到達距離

――― 検出されないこと 1以下

――― 0.02以下 0.2以下

―――
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0.02以下

揮
発
性
有
機
化
合
物

（

第
１
種
特
定
有
害
物
質
）

概ね1,000

概ね1,000

概ね1,000

――― 0.02以下 0.2以下

テトラクロロエチレン

（パークロロエチレン）
――― 0.01以下 0.1以下

――― 0.１以下 １以下

重
金
属
等

（

第
２
種
特
定
有
害
物
質
）

農
薬
等

（

第
３
種
特
定
有
害
物
質
）

有機りん化合物

（パラチオン、メチルパラチオ
ン、メチルジメトン及びEPNに
限る。）

ＰＣＢ

（ポリ塩化ビフェニル）

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

シマジン（CAT）

チウラム

チオベンカルブ

（ベンチオカーブ）

シアン化合物

水銀及びその化合物

（D-D）
――― 0.002以下

検出されないこと 0.003以下

15以下

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

(参考)１,４－ジオキサン

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

0.02以下

クロロエチレン

項　　　　目

　
　
特
　
定
　
有
　
害
　
物
　
質

四塩化炭素

１,２－ジクロロエタン

１,１－ジクロロエチレン

（塩化ビニリデン）

ジクロロメタン

（塩化メチレン）

砒素及びその化合物

１,１,１－トリクロロエタン

１,１,２－トリクロロエタン

トリクロロエチレン

シス－１,２－ジクロロエチレン

１,３－ジクロロプロペン

ベンゼン

○

概ね80

自然由来特例
区域対象

検出されないこと

0.１以下

0.002以下

0.02以下

0.01以下

―――

―――

0.02以下

0.01以下

―――

―――

―――

―――

概ね80
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